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資 料 ３

バイオマス活用推進基本法の制定の動きを踏まえた今後の対応について

平成21年５月21日

農 林 水 産 省

１．バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

（ ） 、 、 、１ バイオマスの活用の推進により 地球温暖化の防止 循環型社会の形成

農林漁業、農山漁村の活性化等を図るため、平成１４年１２月に「バイオ

マス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され、同総合戦略に掲げる関係施策

の調整等を行うことを目的として 「バイオマス・ニッポン総合戦略推進、

会議」が設置され、政府全体で取り組んでいるところ。

（２）特に、平成１８年３月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」を改訂して

以降、

① 平成２３年における単年度５万ｋｌの国産バイオ燃料生産目標の達成

に向け、バイオエタノール、バイオディーゼル燃料等の地域利用モデル

実証事業の実施、農林漁業バイオ燃料法の制定やバイオ燃料税制の創設

② 平成２２年におけるバイオマスタウン構想全国３００地区の目標の達

成に向け、地域バイオマス利活用交付金によるバイオマスタウン構想の

策定、バイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備、バイオマスタウ

ンアドバイザーの育成等を通じたバイオマスタウン構築の加速化

③ バイオマスアジアワークショップの開催等を通じたアジア等海外との

連携

等「バイオマス・ニッポン総合戦略」に盛り込まれた目標達成のための各

種施策を強力に推進しているところ。

２．バイオマス活用推進基本法の制定へ向けた動き

（１）昨年４月より議員立法として検討が進められてきたバイオマス活用推進

基本法案については、この４月に自民党、公明党の与党間の調整、更に野

党との調整が終了し、４月３０日に開催された（衆）農林水産委員会にお

いて委員長提案の上、全会一致で可決、更に５月８日の（衆）本会議にお

いて可決され、今国会中に成立する見込みとなっている。
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（２）バイオマス活用推進基本法案は、

① バイオマス活用の基本理念を定め、政府として「バイオマス活用推進

基本計画」を策定することとするとともに、

② バイオマスの活用に必要とされる基本的施策を盛り込み、その実現に

「 」 「 」向けて バイオマス活用推進会議 や バイオマス活用推進専門家会議

を設置すること

等を具体的内容としている （別紙１）。

３．今後の対応

（１）今後バイオマス活用推進基本法の施行を受けて設置される「バイオマス

活用推進会議」の事務局については、関係府省調整を経て 「バイオマス、

・ニッポン総合戦略推進会議」の事務局を務めている農林水産省が引き続

き務めることとなっている。

（２）バイオマス活用推進基本法施行後の「バイオマス活用推進基本計画」の

策定へ向け 別紙２のスケジュールにより バイオマス活用推進会議 バ、 「 」、「

イオマス活用推進専門家会議」等を開催し、政府全体でバイオマスの活用

を一層推進していくこととする。



 

 

（別紙１） 

バイオマス活用推進基本法案（概要） 
 

一 目的 

  バイオマス（化石資源以外の動植物由来の有機物である資源）の活用の推

進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる

経済社会の実現に寄与すること。 

二 基本理念 

①バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進、②地球温暖化の防

止に向けた推進、③循環型社会の形成に向けた推進、④産業の発展及び国際

競争力の強化への寄与、⑤農山漁村の活性化等に資する推進、⑥バイオマス

の種類ごとの特性に応じた最大限の利用、⑦エネルギーの供給源の多様化、

⑧地域の主体的な取組の促進、⑨社会的気運の醸成、⑩食料の安定供給の確

保、⑪環境の保全への配慮 

三 国の責務等 

①国の責務、②地方公共団体の責務、③事業者の責務、④国民の責務、⑤連

携の強化、⑥法制上の措置等 

四 バイオマス活用推進基本計画の策定 

１ 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定しなければならないこと。 

２ 都道府県及び市町村は、バイオマス活用推進計画を策定するよう努めな

ければならないこと。 

五 基本的施策 

１ 国は、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。 

①バイオマスの活用に必要な基盤整備、②バイオマス又はバイオマス製品

等を供給する事業の創出等、③技術の研究開発及び普及、④人材の育成及

び確保、⑤バイオマス製品等の利用の促進、⑥民間の団体等の自発的な活

動の促進、⑦地方公共団体の活動の促進、⑧国際的な連携の確保及び国際

協力の推進、⑨国の内外の情報の収集等、⑩国民の理解の増進 

２ 地方公共団体は、1 に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地

方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を実施するも

のとすること。 

六 バイオマス活用推進会議 

 １ 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用

の総合的、一体的かつ効果的推進を図るため、バイオマス活用推進会議を

設けるものとすること。 

 ２ 関係行政機関は、有識者によって構成するバイオマス活用推進専門家会

議を設け、1 の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすること。 



目的
基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めるこ
と等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

基本理念

○ 総合的、一体的かつ効果的な推進

○ 地球温暖化の防止に向けた推進

○ 循環型社会の形成に向けた推進

○ 産業の発展及び国際競争力の強化への寄与

○ 農山漁村の活性化等に資する推進

○ バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用

○ エネルギー供給源の多様化

○ 地域の主体的な取組の促進

○ 社会的気運の醸成

○ 食料の安定供給の確保

○ 環境の保全への配慮

バイオマス推進基本基本計画の策定

国のバイオマス活用推進基本計画 都道府県・市町村のバイオマス活用推進計画

国の施策

地方公共団体の施策

責務・連携の強化

国、地方公共団体、事業者等の責務の明確化とそれぞれの主体の連携の強化

その

バイオマス活用推進会議

① 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進
を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとする。

② 関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専
門家会議を設け、①の調整を行うに際しては、意見を聴くものとする。

※ ①及び②の会議の設置及びその調整については、農林水産省に事務局を設置して行うものとする。

バイオマス活用推進基本法案

○ 必要な基盤の整備
○ バイオマスを供給する事業の創出
○ 技術の研究開発・普及

○ 人材の育成・確保
○ バイオマス製品の利用の促進

○ 民間団体の自発的な活動の促進
○ 地方公共団体の活動の促進
○ 国際的な連携・国際協力の推進

○ 情報の収集
○ 国民の理解の増進

等のために必要な施策を講ずる。

国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策
を総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施する。

総合的な施策の推進による農山漁村の活性化、循環型社会の実現

法制上の措置等
政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上
又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。





 21.5.12現在

法律関係 基本計画関係 備　考

与党ＰＴにおいて条文案決定
(自)ＰＴにおいて、与党条文案を了承
(民)ＮＣ閣議で条文案了承
(自)農林合同、政調審議会で条文案了承
(公)政調全体会議で条文案了承
(自)総務会、与党政策責任者会議で条文案了
承

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬 　会期末(6/3)

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

時　期

４月

５月

バイオマス活用推進基本法案関連スケジュール（案）

９月

中旬

3月

１０月

６月

７月

８月

基本計画の策定、閣議決定

月1回程度開催(計５～６回開催)

法案成立後、周知

・バイオマス活用推進会議準備会議　開催
　関係行政機関：内閣府、総務省、文部科学省、
　　　　　　　　　　　農林水産省、経済産業省、
　　　　　　　　　　　国土交通省、環境省
　事務局：農水省
　議　題 ：・推進会議及び専門家会議の
　　　　　　　体制について
              ・基本計画の策定に向けた今後の
                取組について

・バイオマス・ニッポン総合戦略アドバイザリー会議
　開催
   議題：・バイオマス活用推進基本法の成立を
　　　　　　踏まえた今後の対応について
           ・21年度補正予算におけるバイオマス
　　　　　　関係予算について

基本計画の公表

・バイオマス活用推進会議　開催
・バイオマス活用推進専門家会議　開催
    議　題：基本計画の策定の検討

法　　施　　行

4/30(衆)農水委において委員長提案、
　　　採決

5/8  (衆)本会議において可決

　→今国会中に法案成立、公布の見込

み

公布の日から起算して３
月を経過した日に施行

・バイオマス･ニッポン総合戦略推進会議　開催
　　　　　　　　(５月最終週を目途)
    議題：・バイオマス活用推進基本法の成立を
　　　　　　 踏まえた今後の対応について
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○ 動植物に由来する有機物である資源で化石資源を除いたもの。
○ 太陽のエネルギーを使って動植物が産み出すものであり、生命と太陽がある限り、再生可能
な資源。
○ その利用により大気中の二酸化炭素を増加させない、カーボンニュートラルな資源。

○ バイオマスの種類

バイオマスとはバイオマスとは

未利用バイオマス未利用バイオマス

資源作物資源作物

廃棄物系バイオマス廃棄物系バイオマス

家畜排せつ物 食品廃棄物

糖質資源（さとうきび、てん菜 等）
でんぷん資源（コメ、トウモロコシ 等）
油脂資源（菜種、大豆等）

稲わら、
もみ殻

間伐材、林地残材等麦わら

下水汚泥
黒液

製材工場残材、
建築廃材

○ 『バイオマス』の語源

BIOMASS（バイオマス） ＝ BIO（生物資源） ＋ MASS（量）
1

バイオマスの特性バイオマスの特性

化石資源依存型の社会
～これまで～

化石資源依存型の社会
～これまで～

バイオマス利用型の社会
～これから～

バイオマス利用型の社会
～これから～

○ 石油などの化石燃料を燃焼させると、大気中のＣＯ２が増加し、地球温暖化を引き起こすとさ
れている。バイオマスは、もともと大気中のＣＯ２を植物が光合成によって固定されたもの。この
ため、バイオマスは植物の働きによって再生可能な資源であり、またその利用によってＣＯ２が
発生しても、実質的な大気中のＣＯ２は増加しないというカーボンニュートラルという特性。

地球温暖化進行・非循環型地球温暖化進行・非循環型 地球温暖化防止・持続的循環型地球温暖化防止・持続的循環型

ＣＯ２増加 ＣＯ２増加せず

地球温暖化進行・非循環型地球温暖化進行・非循環型 地球温暖化防止・持続的循環型地球温暖化防止・持続的循環型

ＣＯ２増加 ＣＯ２増加せず

2
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未
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我が国のバイオマス賦存量・利用率（２００８年）我が国のバイオマス賦存量・利用率（２００８年）

家畜排せつ物 約8,700万ｔ

下水汚泥 約7,900万ｔ

黒液 約7,000万ｔ

廃棄紙 約3,600万ｔ

食品廃棄物 約１,900万ｔ

製材工場等残材 約430万ｔ

建設発生木材 約470万ｔ

農作物非食用部 約1,400万ｔ

林地残材 約800万ｔ

たい肥等への利用 約90%

未利用 約10%

建築資材・たい肥等への利用 約75% 未利用 約25%

エネルギーへの利用 約100%

素材原料、エネルギー等への利用 約60% 未利用 約40%

肥飼料等への利用 約25%

未利用 約75%

製紙原料、エネルギー等への利用 約95%

未利用 約5%
製紙原料、家畜敷料等への利用 約70% 未利用 約30%

たい肥、飼料、家畜敷料等への利用 約30%

未利用 約70%

製紙原料等への利用 約１%

ほとんど利用なし

※「食品廃棄物」の利用率は、現時点において20年度の統計結果が公表されていないため、19年度の統計結果を基に算出。
３

エネルギーとして製品として

バイオマスの利活用としては、
① 肥料、飼料、消臭炭、プラスチック、バイオ燃料などの製品としての利用
② 発電・熱利用などのエネルギーとしての利用
の２つの方法が存在する。

バイオマスの利活用例バイオマスの利活用例

肥料

バイオ燃料

消臭炭

発電・熱利用

バイオエタノール

バイオディーゼル燃料

木質ペレット

バイオガス化施設

バイオマスボイラー

飼料

バイオマス
プラスチック

４



平成14年12月

バイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定

地球温暖
化の防止

循環型社
会の形成

戦略的産
業の育成

農山漁村
の活性化

平成18年３月

バイオ燃料の利用促進

バイオマスタウン構築の加速化

総合戦略を見直し新たに閣議決定

目標：平成22年度までに300地区程度

バイオマスはカーボンニュートラルという特
性。

化石資源を抑制し、地球温暖化防止に貢献。

廃棄物の発生を抑制し、限りある資源を有効
活用する循環型社会へ移行。

バイオマスが新たにエネルギー、新素材等に
向けられることにより、全く新しい産業と新
たな雇用の創出が期待。

環境問題は世界的な課題であり、日本発の戦
略的産業として将来的な発展も期待。

わが国は、温暖・多雨な気候であり、バイ
オマスが豊富。

バイオマスの利活用を推進することで、農
業、農村社会の新たな可能性を拓く。

見直しのポイント

国産バイオ燃料の利用促進

○ 平成１４年１２月、政府は、バイオマスの利活用を政府一体となって総合的かつ計画
的に進めるため、バイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定。（関係７府省）
○ さらに平成１８年３月には主に「バイオマスタウン構築の加速化」と「バイオ燃料の利
用促進」の観点から総合戦略を見直した。

※関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

アジア等海外との連携

バイオマス利活用の成果の海外へ
の普及等

バイオマス・ニッポン総合戦略

５

欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討

２０１１年
５万kl
２０１１年
５万kl

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算 ６００万kl

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算６００万kl

平成１９年２月
３０kl

平成１９年２月
３０kl

① 収集・運搬コストの低減 ・・・・・・・・・・ 山から木を安く下ろす、稲わらを効率よく集める機械等を開発

② 資源作物の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・ エタノールを大量に生産できる作物を開発

③ エタノール変換効率の向上 ・・・・・・・ 稲わらや間伐材などからエタノールを大量に製造する技術を開発

技術開発の課題と生産可能量

制 度制 度

○糖質・でんぷん質
（規格外農産物、副産物）

○糖質・でんぷん質
（規格外農産物、副産物）

○セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）

○資源作物

○セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）

○資源作物

原料と生産可能量原料と生産可能量

バイオ燃料の利用率の向上

【米国エネルギー法 ’07.12】
2022年に360億ガロン（約1億4000万ｋｌ）を目標
（うち160億ガロン（約6000万kl）をセルロース系原料から生産）

【米国エネルギー法 ’07.12】
2022年に360億ガロン（約1億4000万ｋｌ）を目標
（うち160億ガロン（約6000万kl）をセルロース系原料から生産）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて（関係７府省総理報告国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて（関係７府省総理報告 平成１９年２月）平成１９年２月）

※関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

○ 国産バイオ燃料の利用を推進することは、①食料・農業、環境、エネルギー問題の解決に
加え、②地域の雇用確保と所得の向上や、③農地や国土の保全につながること、などから非
常に重要であり、国産バイオマスの利用が基本。
○ 技術開発がなされれば２０３０年頃には国産バイオ燃料の大幅な生産拡大は可能。

技術開発技術開発

６



設置場所 ：北海道上川郡清水町

（ホクレン清水製糖工場内）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年
原 料 ：余剰てん菜、規格外小麦

設置場所 ：北海道苫小牧市

（合同酒精（株）苫小牧工場）
施設能力 ： １．５万キロリットル／年
原 料 ：非食用米

設置場所 ： 新潟県新潟市

（コープケミカル新潟工場内）
施設能力 ： ０．１万キロリットル／年
原 料 ：非食用米

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

オエノンホールディングス株式会社オエノンホールディングス株式会社

全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

バイオ燃料地域利用モデル実証事業バイオ燃料地域利用モデル実証事業

○ 国産の輸送用バイオ燃料の利用推進に向け、データの取得や地域利用モデルの支援
を目的として、平成１９年度から大規模事業を含む実証事業を開始。

①①バイオエタノールバイオエタノール

（平成１９年度）（平成１９年度）

７

８



９
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設置場所 ： 秋田県秋田市
施設能力 ： 1,590キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、ひまわり油

H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱

設置場所 ： 秋田県秋田市
施設能力 ： 1,590キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、ひまわり油

H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱

設置場所 ： 秋田県秋田市
施設能力 ： 1,590キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、ひまわり油

H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱H20 BIO ENERGIES JAPAN㈱

設置場所： 新潟県長岡市
施設能力： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 ㈱伊丹自動車H20 ㈱伊丹自動車

設置場所： 新潟県長岡市
施設能力： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 ㈱伊丹自動車H20 ㈱伊丹自動車

設置場所： 新潟県長岡市
施設能力： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 ㈱伊丹自動車H20 ㈱伊丹自動車

設置場所 ： 鳥取県鳥取市
施設能力 ： 48キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈲ステップH20 ㈲ステップ

設置場所 ： 鳥取県鳥取市
施設能力 ： 48キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈲ステップH20 ㈲ステップ

設置場所 ： 鳥取県鳥取市
施設能力 ： 48キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈲ステップH20 ㈲ステップ

設置場所 ： 茨城県土浦市
施設能力 ： 300キロリットル／年
原 料 ： ひまわり油

H19 サンケァフューエルス㈱H19 サンケァフューエルス㈱

設置場所 ： 茨城県土浦市
施設能力 ： 300キロリットル／年
原 料 ： ひまわり油

H19 サンケァフューエルス㈱H19 サンケァフューエルス㈱

設置場所 ： 千葉県酒々井町
施設能力 ： 3,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈱東亜オイル興業所H20 ㈱東亜オイル興業所

設置場所 ： 千葉県酒々井町
施設能力 ： 3,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈱東亜オイル興業所H20 ㈱東亜オイル興業所

設置場所 ： 千葉県酒々井町
施設能力 ： 3,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ㈱東亜オイル興業所H20 ㈱東亜オイル興業所

設置場所 ： 東京都江戸川区
施設能力 ： 120キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 エコデス㈱H19 エコデス㈱

設置場所 ： 東京都江戸川区
施設能力 ： 120キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 エコデス㈱H19 エコデス㈱

設置場所 ： 東京都江戸川区
施設能力 ： 120キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 エコデス㈱H19 エコデス㈱

設置場所 ： 兵庫県相生市
施設能力 ： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 西播石油㈱H20 西播石油㈱

設置場所 ： 兵庫県相生市
施設能力 ： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 西播石油㈱H20 西播石油㈱

設置場所 ： 兵庫県相生市
施設能力 ： 240キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 西播石油㈱H20 西播石油㈱

設置場所 ： 岡山県岡山市
施設能力 ： 1,200キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 バイオディーゼル岡山㈱H20 バイオディーゼル岡山㈱

設置場所 ： 岡山県岡山市
施設能力 ： 1,200キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 バイオディーゼル岡山㈱H20 バイオディーゼル岡山㈱

設置場所 ： 岡山県岡山市
施設能力 ： 1,200キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 バイオディーゼル岡山㈱H20 バイオディーゼル岡山㈱

設置場所 ： 福岡県新宮町
施設能力 ： 2,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 西田商運㈱H19 西田商運㈱

設置場所 ： 福岡県新宮町
施設能力 ： 2,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 西田商運㈱H19 西田商運㈱

設置場所 ： 福岡県新宮町
施設能力 ： 2,000キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 西田商運㈱H19 西田商運㈱

設置場所： 熊本県山都町
施設能力： 20キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 上益城農業協同組合H20 上益城農業協同組合

設置場所： 熊本県山都町
施設能力： 20キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 上益城農業協同組合H20 上益城農業協同組合

設置場所： 熊本県山都町
施設能力： 20キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、なたね油

H20 上益城農業協同組合H20 上益城農業協同組合

設置場所 ： 鹿児島県鹿児島市
施設能力 ： 585キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、お茶の実油

H20 安全産業㈱H20 安全産業㈱

設置場所 ： 鹿児島県鹿児島市
施設能力 ： 585キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、お茶の実油

H20 安全産業㈱H20 安全産業㈱

設置場所 ： 鹿児島県鹿児島市
施設能力 ： 585キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油、お茶の実油

H20 安全産業㈱H20 安全産業㈱

設置場所 ： 福岡県久留米市
施設能力 ： 500キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 ㈱フチガミH19 ㈱フチガミ

設置場所 ： 福岡県久留米市
施設能力 ： 500キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 ㈱フチガミH19 ㈱フチガミ

設置場所 ： 福岡県久留米市
施設能力 ： 500キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H19 ㈱フチガミH19 ㈱フチガミ

H20 ： H20年度採択地区

H19 ： H19年度採択地区

設置場所 ： 神奈川県厚木市
施設能力 ： 54キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ベストトレーディング㈱H20 ベストトレーディング㈱

設置場所 ： 神奈川県厚木市
施設能力 ： 54キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ベストトレーディング㈱H20 ベストトレーディング㈱

設置場所 ： 神奈川県厚木市
施設能力 ： 54キロリットル／年
原 料 ： 廃食用油

H20 ベストトレーディング㈱H20 ベストトレーディング㈱
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②②バイオディーゼル燃料バイオディーゼル燃料

((平成１９、２０年度平成１９、２０年度))

実 施 主 体 ： (社)秋田県農業公社、
カワサキプラントシステムズ㈱

プラント設置場所 ： 秋田県潟上市
（昭和工業団地内）

施 設 規 模 ： ２００Ｌ/日
原 料 ： 稲わら、籾殻

（秋田県南秋田郡大潟村）

秋田県ソフトセルロース利活用モデル地区秋田県ソフトセルロース利活用モデル地区

実 施 主 体 ： 大成建設㈱、サッポロビール㈱
プラント設置場所： 北海道恵庭市

（サッポロビール北海道工場内）
施 設 規 模 ： ３．７Ｌ/日
原 料 ： 稲わら、麦わら

（北海道南幌町及び長沼町）

北海道ソフトセルロース利活用プロジェクト北海道ソフトセルロース利活用プロジェクト

実 施 主 体 ： 三菱重工業㈱、
(財)ひょうご環境創造協会

プラント設置場所 ： 兵庫県明石市
（三菱重工業㈱神戸造船所内）

施 設 規 模 ： １６Ｌ/日
原 料 ： 稲わら、麦わら

（兵庫県加西市、稲美町ほか）

兵庫県ソフトセルロース利活用プロジェクト兵庫県ソフトセルロース利活用プロジェクト

ソフトセルロース利活用技術確立事業ソフトセルロース利活用技術確立事業
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○ 稲わら等のソフトセルロース系原料の収集運搬やエタノール製造の効率化を図る技術
の確立を目的として平成２０年度から実施。



【概要】

法 律

【目的】
農林漁業に由来するバイオマスのバイオ燃料向

け利用を通じた、農林漁業の持続的かつ健全な発展

及びエネルギー供給源の多様化

この結果

○農林水産物の需要の低迷

○休耕地、耕作放棄地の拡大による食料
生産能力の低下
○原油価格の高騰

など

背 景

○『バイオマス・ニッポン総合戦略』
⇒バイオマスを輸送用燃料として利用して いくこと

を明記

○国産バイオ燃料の生産拡大工程表
⇒2030年ごろまでに大幅な生産拡大を図る

必要性

○農林漁業者等と製造事業者の連携

がとれておらず、原料の供給が不安
定

○原料の生産・収集・輸送コストが高い
○バイオ燃料の製造コストが高い
○これらの研究開発が途上

課 題

○農林漁業におけるバイオマ
スの新たなニーズの創出

○休耕地、耕作放棄地におけ
る資源作物の作付けによる

農地の保全と食料生産力の
増大

○農林漁業者の所得確保と経
営の安定

○バイオ燃料の生産拡大によ

るエネルギー源の多様化及
び地域活性化

○農林漁業に係る資源の有効
活用と地球温暖化の防止

法律の効果

○バイオ燃料（エタノール、BDF、木質
ペレット等）の生産は現状では極め
て小規模

⇒バイオエタノール生産量90KL
(H20.3現在)

○国が基本方針を作成
・促進に関する意義及び基本的方向等について記載

・食料・飼料の安定供給への配慮
・地球温暖化対策との調和

○基本方針に基づき作成された計画を国が認
定

・農林漁業者等とバイオ燃料製造事業者が共同で原料生産と
燃料製造に取り組む計画（生産製造連携事業計画）

・バイオ燃料の製造の効率化に向けた研究開発に取り組む計
画（研究開発事業計画）

○認定された取組を国が支援
・農林漁業者に対する改良資金等の特例
・中小企業投資育成株式会社の業務特例
・産業廃棄物処理事業振興財団の業務特例
・新品種の育成に対する登録料等の減免
・バイオ燃料製造業者に対する固定資産税の減免

農林漁業の持続的な発展の観点から農林水産省
エネルギー供給源の多様化の観点から経済産業省
廃棄物であるバイオマスの適正処理の観点から環境省
の三省が共同で取り組みを推進
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バイオ燃料の大幅な生産・利用拡大に係る平成２０年度税制改正についてバイオ燃料の大幅な生産・利用拡大に係る平成２０年度税制改正について

バイオ燃料の利用促進を図るため、以下の税制措置を創設

○ バイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減措置
○ バイオエタノール混合ガソリンに係るガソリン税の軽減措置

○ 措置事項：バイオ燃料製造設備に係る固定資産

税を軽減（特例率1/2、特例期間３
年間）

○ 対象設備：バイオエタノール、バイオディーゼ

ル燃料、バイオガス、木質ペレット
の各製造設備

○ 措置事項：バイオ燃料製造設備に係る固定資産

税を軽減（特例率1/2、特例期間３
年間）

○ 対象設備：バイオエタノール、バイオディーゼ

ル燃料、バイオガス、木質ペレット
の各製造設備

固定資産税

バイオ燃料製造設備に係る税制バイオ燃料製造設備に係る税制

0

50

100

150

○ 措置事項：バイオエタノール混合ガソリンに係るバイオ
エタノール分のガソリン税を軽減（53.8円/ℓ
の免税）

※ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正法による揮発油特定加工
業者の登録制度及び品質確認義務の導入時期に合わせて実施。

○ 措置事項：バイオエタノール混合ガソリンに係るバイオ
エタノール分のガソリン税を軽減（53.8円/ℓ
の免税）

※ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正法による揮発油特定加工
業者の登録制度及び品質確認義務の導入時期に合わせて実施。

ガソリン税（揮発油税、地方道路税）

バイオ燃料そのものに係る税制バイオ燃料そのものに係る税制

ガソリン卸価格 82.2円/ℓ

ガソリン税 53.8円/ℓ
ガソリン税 53.8円/ℓ

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産コスト
（原料代込み） 90.4円/ℓ

【バイオ燃料の生産コスト】

※ガソリン税53.8円/ℓ ＝揮発油税48.6円/ℓ＋地方道路税5.2円/ℓ、ガソリンについては2008年
4月-6月の平均卸価格（出典：石油情報センター）

バイオエタノールを３％混合したガソリンの場合、

１ℓ当たり 53.8円/ℓ×0.03＝１.６円が免税

ガソリン 136円/ℓ
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※農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促

進に関する法律に基づく「認定生産製造連携事業計画」に従って
新設する対象設備に対して措置。



１６年度：１３地区

１７年度：４４地区

１８年度：９０地区

１９年度：１３６地区

２０年度：１９６地区
（１９７市町村）

２１年度：２０８地区
（２０９市町村）

（２１年４月末現在）

●バイオマスの種類は地域ごとにさまざま

家畜排せつ物、食品廃棄物、下水汚泥、間伐材、水産加工残
さ・・

●バイオマスの利用方法もさまざま

製品：たい肥、プラスチック

エネルギー：ガス、電気

あなたの街をバイオマスタウンにあなたの街をバイオマスタウンに

●施策ニーズもさまざま
温暖化対策を進めたい、エネルギーの地産地消を進めたい、地元
企業による活性化を進めたい・・・

地域の状況の把握地域の状況の把握

バイオマスタウンの構築

・関係者の協力体制

・地域の需要に対応した、様々なバイオ
マスの総合的利用方法

・効率的な収集・輸送、変換、利用のシ
ステム

・無理のない運営

検討事項検討事項

バイオマスタウン
平成２２年度
３００地区を目標

農場

家畜排せつ物

森林

食品廃棄物

農作物残さ

・発電・発熱
・エタノール、BDF
・プラスチック、素材
・肥飼料化

たい肥、電気

電気、熱、プラスチック

林地残材

一般家庭

食品工場

下水汚泥

施設内、施設間で資源、
エネルギーを融通

レストラン

変換施設

○ バイオマスタウンとは
地域の関係者の幅広い連携の下、バイオマスを総合的に利活用している地域。バイオマスニッポ
ン総合戦略に基づき「平成２２年度に３００地区」の目標達成に向け強力に推進している。

○ バイオマスタウンとは
地域の関係者の幅広い連携の下、バイオマスを総合的に利活用している地域。バイオマスニッポ
ン総合戦略に基づき「平成２２年度に３００地区」の目標達成に向け強力に推進している。

バイオエタノール、
バイオディーゼル燃料

これまでの実績これまでの実績

43

主な取組みの例

秋田県小坂町

３Ｒ拠点の町が取り組むバイオマスの
有効活用
鉱山・精錬業・リサイクル産業の拠点

が、３Ｒの実績・経験を基に、菜
の花プロジェクト等、地域

に適した規模で資源循環の
構築に取組む。

栃木県茂木町

「美土里」堆肥と農産物の地産地消
山林の落葉や農業由来の有機資源等を原
料とする「美土里」堆肥で農産物を生産。

地域ブラ
ンド化を成功させ、
地産地消も実現。

岡山県真庭市

バイオマスタウンツアー発祥の地
木質バイオマス利活用施設等をめぐる「産業
観光ツアー」により、都市・農村交流と地域の

循環型産業の活性化を図る
ことでバイオマス産業振興
を実現。

大分県日田市

日本随一バイオマス資源の百貨店
市域の豊富なバイオマス資源を原料に、ガス

化・木材チップ、
飼料・堆肥化等、様
々な利活用を実践す

る日本随一の取組み。

東 北

関 東

中国四国

沖縄県伊江村

農業を核とするバイオエタノー
ルアイランド
地域資源を活用した「土づく

り」による足腰の強い農業の実現
と、バイオエタ
ノール生産・利用等

地域のバイオマス資
源を有機的に循環さ
せる取組み。

九 州

沖 縄

兵庫県加西市

地域循環のシンボル「菜の花列車」の走るまち
ＢＤＦ鉄道・公用車をきっかけ
に、全市でのバイオマス利用等環
境配慮型の健康で持続可能なライ

フスタイルの実現に向けた取組み。

近 畿

北海道下川町

森林と共生する低炭素社会の最先端
木質チップ・ペレット利用の経済的自立を実現す

るとともに、早生
ヤナギの燃料化にも挑戦
するなど、木質バイオマ

スリファイナリーを実現。

北海道

岐阜県白川町

森林・ｴﾈﾙｷﾞｰの地域循環を目指して
「東濃ひのき製品流通協同組合」が中心と
なり、製材所の端材・木くずをエネルギーと

して有効利用。
地域のエネルギー循環
と、基幹産業である林

業の活性化を実現。

東 海

北 陸新潟県佐渡市

地域資源の活用による「人とトキが共に生きる島づくり」
環境に優しく活力ある島づくりを目指し、

木質バイオマス・廃食用油の利活用に取
り組む。「島内の地域資源の活用で島内
エネルギーを賄う島」が目標。

北 陸

提供：佐渡とき保護センター
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バイオマスタウン構想を公表した２０９市町村 《平成２1年４月末現在》

北海道北海道 （（2626））

留萌市
瀬棚町
(現せたな町)

大滝村

(現伊達市)

三笠市

中札内村

東藻琴村

(現大空町)

別海町

鹿追町

滝川市

厚沢部町

帯広市

白老町

津別町

豊頃町

東川町

下川町

洞爺湖町

札幌市定山渓地区

八雲町

猿払村

壮瞥町

豊浦町

清水町

滝上町

斜里町

小清水町

岩手県岩手県 （６）（６）

紫波町

遠野市

九戸村

花巻市

軽米町

葛巻町

宮城県宮城県 （３）（３）

川崎町

大崎市
大郷町

福島県福島県 （７）（７）

富岡町

会津美里町

大玉村

南相馬市

鮫川村

会津若松市

南会津町

茨城県茨城県 （２）（２）

牛久市

常陸大宮市

秋田県秋田県 （６）（６）

小坂町

横手市

能代市

東成瀬村

羽後町

北秋田市

青森県青森県 （（1010））

市浦村

(現五所川原市)

青森市

藤崎町

鶴田町

十和田市

中泊町

八戸市

六ヶ所村

三沢市

田子町

群馬県群馬県 （４）（４）

川場村
太田市
東吾妻町
富岡市

栃木県栃木県 （４）（４）

茂木町
那須町
宇都宮市
小山市

山形県山形県 （７）（７）

新庄市

庄内町

藤島町

(現鶴岡市)

鮭川村

村山市

西川町

飯豊町

千葉県千葉県 （８）（８）

山武町

(現山武市)

白井市

旭市

大多喜町

睦沢町

市原市

館山市

南房総市

山梨県山梨県 （４）（４）

早川町

山梨市

笛吹市

韮崎市

静岡県静岡県 （３）（３）

湖西市

浜松市

袋井市

富山県富山県 （６）（６）

立山町

富山市

黒部市

射水市

高岡市

朝日町

石川県石川県 （２）（２）

七尾市

加賀市

福井県福井県 （３）（３）

若狭町

美山町

(現福井市)

大野市

新潟県新潟県 （（1111））

中条町 上越市

(現胎内市)

柏崎市 佐渡市

三条市 聖籠町

新潟市 湯沢町

十日町市 魚沼市

南魚沼市

東京都東京都 （１）（１）

あきる野市

神奈川県神奈川県（１）（１）

三浦市

長野県長野県 （５）（５）

三郷村
(現安曇野市)

千曲市
長谷村
(現伊那市)

佐久市
上田市

三重県三重県 （１）（１）

伊賀市

岐阜県岐阜県 （３）（３）

白川町

揖斐川町

恵那市

愛知県愛知県 （５）（５）

豊橋市

田原市

名古屋市

豊川市・小坂井町

滋賀県滋賀県 （２）（２）

米原市

野洲市

京都府京都府 （３）（３）

夜久野町

(現福知山市)

南丹市

京丹後市

大阪府大阪府 （１）（１）

岸和田市

兵庫県兵庫県 （８）（８）

加西市
洲本市
宍粟市
豊岡市
南あわじ市
稲美町
多可町
たつの市

鳥取県鳥取県 （２）（２）

大山町
米子市

島根県島根県 （５）（５）

美郷町

安来市

吉賀町

隠岐の島町

飯南町

岡山県岡山県 （４）（４）

真庭市

新見市

笠岡市笠岡湾干拓地域

津山市

広島県広島県 （２）（２）

庄原市

北広島町

徳島県徳島県 （２）（２）

那賀町

三好市

愛媛県愛媛県 （４）（４）

松前町

四国中央市

内子町

東温市

高知県高知県 （４）（４）

梼原町

春野町

(現高知市)

須崎市

宿毛市

山口県山口県 （３）（３）

宇部市

阿武町

周南市

福岡県福岡県 （４）（４）

大木町
立花町
築上町
赤村

佐賀県佐賀県 （１）（１）

伊万里市

長崎県長崎県 （３）（３）

西海市
対馬市
佐世保市

大分県大分県 （４）（４）

日田市
宇佐市
佐伯市
九重町

熊本県熊本県 （７）（７）

南阿蘇村
水俣市
あさぎり町
天草市
御船町
玉東町
多良木町

宮崎県宮崎県 （５）（５）

小林市

門川町

都農町

えびの市

日向市

鹿児島県鹿児島県（（1111））

南大隅町 いちき串木野市

志布志市 曽於市

西之表市 南種子町

鹿屋市 中種子町

姶良町 錦江町

宇検村

沖縄県沖縄県 （５）（５）

伊江村

うるま市

宮古島市

金武町

与那国町

埼玉県埼玉県 （１）（１）

秩父市 17

東アジアにおけるバイオマスタウン構想普及支援事業（農林水産省）東アジアにおけるバイオマスタウン構想普及支援事業（農林水産省）平成平成2020年度～年度～2222年度年度

○ 地球温暖化や原油高騰等を背景としたバイオマスへの高い注目
○ 東アジアは、バイオマスが大量に賦存する一方で、有効活用され
ておらず、総合的・効率的に利活用する取組への支援が必要

○ FAOハイレベル会合、洞爺湖サミット等を踏まえた、食料価格高騰
や環境・気候変動問題に対する途上国への支援が必要

背景・目的背景・目的
＜我が国のバイオマスタウンの取組＞

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、

○ 地域の様々なバイオマスを総合的に利活用する
「バイオマスタウン」構築を推進

○ アジア地域のバイオマス利活用に関する事例調査・
情報交換・手引書作成等を実施

事業内容事業内容

我が国のバイオマス利活用の知見によ
り、東アジアの農山漁村の活性化や世
界的な地球温暖化防止に貢献

我が国のバイオマス利活用の知見によ我が国のバイオマス利活用の知見によ

り、東アジアの農山漁村の活性化や世り、東アジアの農山漁村の活性化や世

界的な地球温暖化防止に貢献界的な地球温暖化防止に貢献

バイオマスタウンプロジェクト
関係者の産官学ネットワーク構築

新たなバイオマス利活用
プロジェクトの創出

（技術協力、共同研究、CDM等）

海外版バイオマスタウンのモデル構築
持続可能な農業・
農村開発の実現

地球温暖化防止への貢献

政策効果政策効果

H21.2現在
172市町村
が公表

H21.2現在
172市町村
が公表

基礎調査

人材育成

構想策定

２０年度 ２１年度

日本での
研修・視察

対象者選定
現地でのタウン作成研修
地域住民への周知

＜バイオマスの持続的な利活用に対する国際的な要請＞

日本発の「バイオマスタウン」の取組日本発の「バイオマスタウン」の取組を発信し、を発信し、

食料供給と競合しない持続的バイオマス利活用システム食料供給と競合しない持続的バイオマス利活用システムをを
東アジアへ普及東アジアへ普及

国内外のバイオマスタウンの
相互連携

２２年度

現地調査
実施地区選定

各国の実情に
応じたタウン構想
のあり方検討

モデル地域で実際にタウン構想策定
さらなる人的ネットワークの拡大

現地でのタウン作成研修
地域住民への周知

モデル地域における
タウン構想に向けた
人的ネットワーク構築
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  一

   バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 法 案 
目 次 

 第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 十 九 条 ） 

 第 二 章 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 等 （ 第 二 十 条 ・ 第 二 十 一 条 ） 

 第 三 章 基 本 的 施 策 

第 一 節 国 の 施 策 （ 第 二 十 二 条 ― 第 三 十 一 条 ） 

第 二 節 地 方 公 共 団 体 の 施 策 （ 第 三 十 二 条 ） 

 第 四 章 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 会 議 （ 第 三 十 三 条 ） 

 附 則 

   第 一 章 総 則 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 国 、 地 方 公 共 団 体 、 事 業 者

及 び 国 民 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め



 

二

る こ と 等 に よ り 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 持 続 的 に 発

展 す る こ と が で き る 経 済 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 法 律 に お い て 「 バ イ オ マ ス 」 と は 、 動 植 物 に 由 来 す る 有 機 物 で あ る 資 源 （ 原 油 、 石 油 ガ ス 、 可

燃 性 天 然 ガ ス 及 び 石 炭 （ 以 下 「 化 石 資 源 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） を い う 。 

２ こ の 法 律 に お い て 「 バ イ オ マ ス の 活 用 」 と は 、 バ イ オ マ ス を 製 品 の 原 材 料 （ バ イ オ マ ス を 製 品 の 原 材 料

の 原 材 料 そ の 他 の 間 接 の 原 材 料 と し て 利 用 す る 場 合 に お け る 間 接 の 原 材 料 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と し て 利

用 す る こ と （ 農 林 水 産 物 を 食 品 の 原 材 料 と し て 利 用 す る こ と そ の 他 の 農 林 水 産 物 を 本 来 の 用 途 に 利 用 す る

こ と を 除 く 。 ） 又 は エ ネ ル ギ ー 源 と し て 利 用 す る こ と を い う 。 

 （ 総 合 的 、 一 体 的 か つ 効 果 的 な 推 進 ） 

第 三 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 太 陽 、 大 地 、 海 等 の 自 然 の 恩 恵 に よ っ て も た ら さ れ る 資 源 を は じ め と

す る 枯 渇 す る こ と の な い 資 源 の 活 用 を 図 る こ と が 化 石 資 源 の 乏 し い 我 が 国 に と っ て 経 済 社 会 の 持 続 的 な 発

展 を 実 現 す る 上 で 極 め て 重 要 で あ る こ と に か ん が み 、 バ イ オ マ ス を 製 品 の 原 材 料 及 び エ ネ ル ギ ー 源 と し て
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最 大 限 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 総 合 的 、 一 体 的 か つ 効 果 的 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 地 球 温 暖 化 の 防 止 に 向 け た 推 進 ） 

第 四 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 バ イ オ マ ス の 積 極 的 な 利 用 に よ り 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 並 び に 吸

収 作 用 の 保 全 及 び 強 化 を 促 進 し 、 人 類 共 通 の 課 題 で あ る 地 球 温 暖 化 の 防 止 に 資 す る こ と を 旨 と し て 行 わ れ

な け れ ば な ら な い 。 

 （ 循 環 型 社 会 の 形 成 に 向 け た 推 進 ） 

第 五 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 廃 棄 物 、 副 産 物 等 で あ る バ イ オ マ ス の 利 用 を 促 進 す る こ と に よ り 、 廃

棄 物 の 発 生 が 抑 制 さ れ 、 限 り あ る 資 源 が 有 効 に 活 用 さ れ る 循 環 型 社 会 の 形 成 を 推 進 す る こ と を 旨 と し て 行

わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 産 業 の 発 展 及 び 国 際 競 争 力 の 強 化 へ の 寄 与 ） 

第 六 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に よ る 新 た な 事 業 の 創 出 及 び 就 業 の 機 会 の 増 大 並 び

に バ イ オ マ ス の 活 用 に 係 る 技 術 の 研 究 開 発 及 び そ の 成 果 の 普 及 等 が 図 ら れ る こ と に よ り 、 産 業 の 発 展 及 び

国 際 競 争 力 の 強 化 に 寄 与 す る こ と を 旨 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 
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 （ 農 山 漁 村 の 活 性 化 等 に 資 す る 推 進 ） 
第 七 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 バ イ オ マ ス の 大 部 分 が 農 林 水 産 物 に 由 来 し 、 農 林 水 産 業 及 び 農 山 漁 村

が バ イ オ マ ス の 供 給 に 関 し 極 め て 重 要 な 役 割 を 担 う も の で あ る こ と に か ん が み 、 農 林 水 産 業 の 持 続 的 か つ

健 全 な 発 展 及 び 農 山 漁 村 の 活 性 化 が 図 ら れ 、 こ れ に よ り 我 が 国 の 農 林 水 産 物 の 供 給 能 力 の 維 持 向 上 及 び 農

林 水 産 業 の 多 面 的 な 機 能 の 持 続 的 な 発 揮 に 資 す る こ と を 旨 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ バ イ オ マ ス の 種 類 ご と の 特 性 に 応 じ た 最 大 限 の 利 用 ） 

第 八 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 ま ず バ イ オ マ ス が 製 品 の 原 材 料 と し て 利 用 さ れ 、 最 終 的 に エ ネ ル ギ ー

源 と し て 利 用 さ れ る な ど 、 バ イ オ マ ス の 種 類 ご と の 特 性 に 応 じ て 最 大 限 に 利 用 さ れ る こ と を 旨 と し て 行 わ

れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ エ ネ ル ギ ー の 供 給 源 の 多 様 化 ） 

第 九 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 国 際 情 勢 が 不 安 定 な 要 素 を 有 し て い る こ と 等 に か

ん が み 、 エ ネ ル ギ ー の 安 定 的 な 供 給 の 確 保 及 び 経 済 性 に 留 意 し つ つ 、 バ イ オ マ ス を エ ネ ル ギ ー 源 と し て 利

用 す る こ と を 促 進 し 、 エ ネ ル ギ ー 資 源 の 乏 し い 我 が 国 に お け る エ ネ ル ギ ー の 供 給 源 の 多 様 化 が 図 ら れ る よ
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う 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 地 域 の 主 体 的 な 取 組 の 促 進 ） 

第 十 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 バ イ オ マ ス が 小 規 模 に 散 在 し 、 バ イ オ マ ス の 分 布 状 況 を は じ め と す る

自 然 的 経 済 的 社 会 的 諸 条 件 が 地 域 ご と に 異 な る こ と に か ん が み 、 各 地 域 に よ る 創 意 工 夫 を 生 か し た 主 体 的

な 取 組 が 促 進 さ れ る よ う 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 社 会 的 気 運 の 醸 成 ） 

第 十 一 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 が 国 民 の 生 活 に 密 接 に 関 わ っ て い る も の で あ り 、

国 民 の 理 解 と 協 力 を 得 つ つ 推 進 さ れ る べ き も の で あ る こ と に か ん が み 、 バ イ オ マ ス の 利 用 に 自 主 的 か つ 積

極 的 に 取 り 組 む 社 会 的 気 運 が 醸 成 さ れ る よ う 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 食 料 の 安 定 供 給 の 確 保 ） 

第 十 二 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 食 料 が 人 間 の 生 命 の 維 持 に 欠 く こ と が で き な い も の で あ り 、 か つ 、

健 康 で 充 実 し た 生 活 の 基 礎 と し て 重 要 な も の で あ る こ と に か ん が み 、 食 料 の 安 定 供 給 の 確 保 に 支 障 を 来 さ

な い よ う 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 
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 （ 環 境 の 保 全 へ の 配 慮 ） 
第 十 三 条 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 は 、 生 活 環 境 の 保 全 、 生 物 の 多 様 性 の 確 保 そ の 他 の 環 境 の 保 全 に 配 慮 し

て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 国 の 責 務 ） 

第 十 四 条 国 は 、 第 三 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」

と い う 。 ） に の っ と り 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有

す る 。 

 （ 地 方 公 共 団 体 の 責 務 ） 

第 十 五 条 地 方 公 共 団 体 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 し 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担

を 踏 ま え て 、 そ の 地 方 公 共 団 体 の 区 域 の 自 然 的 経 済 的 社 会 的 諸 条 件 に 応 じ た 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る

責 務 を 有 す る 。 

 （ 事 業 者 の 責 務 ） 

第 十 六 条 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 事 業 活 動 に 関 し 、 自 ら 積 極 的 に バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に
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努 め る と と も に 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努

め る も の と す る 。 

 （ 国 民 の 責 務 ） 

第 十 七 条 国 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 日 常 生 活 に 関 し 、 製 品 の 購 入 に 当 た っ て バ イ オ マ ス を 利 用 し

た 製 品 を 選 択 す る こ と 等 に よ り バ イ オ マ ス の 活 用 を 推 進 す る よ う 努 め る と と も に 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が

実 施 す る バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 連 携 の 強 化 ） 

第 十 八 条 国 は 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 事 業 者 及 び 大 学 等 の 研 究 機 関 が 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 協 力 す る こ と

に よ り 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 効 果 的 な 推 進 が 図 ら れ る こ と に か ん が み 、 こ れ ら の 者 の 間 の 連 携 の 強 化 に 必

要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 法 制 上 の 措 置 等 ） 

第 十 九 条 政 府 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 必 要 な 法 制 上 、 財 政 上 、 税 制 上 又

は 金 融 上 の 措 置 そ の 他 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 



 

八

   第 二 章 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 等 

 （ バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 の 策 定 等 ） 

第 二 十 条 政 府 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め 、 バ イ オ マ

ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 （ 以 下 「 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し な け れ

ば な ら な い 。 

２ バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 

 一 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 に つ い て の 基 本 的 な 方 針 

 二 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 し 、 国 が 達 成 す べ き 目 標 

 三 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 技 術 の 研 究 開 発 に 関 す る 事 項 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た

め に 必 要 な 事 項 

３ 政 府 は 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 を 策 定 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の

他 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 
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４ 政 府 は 、 適 時 に 、 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 定 め る 目 標 の 達 成 状 況 を 調 査 し 、 そ の 結 果 を イ ン タ ー ネ ッ

ト の 利 用 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

５ 政 府 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 技 術 の 進 歩 そ の 他 の バ イ オ マ ス に 関 す る 状 況 の 変 化 を 勘 案 し 、 及 び

前 項 の 目 標 の 達 成 状 況 の 調 査 の 結 果 を 踏 ま え 、 少 な く と も 五 年 ご と に 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 に 検

討 を 加 え 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ れ を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 

６ 第 三 項 の 規 定 は 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 

 （ 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 の 策 定 等 ） 

第 二 十 一 条 都 道 府 県 は 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 を 勘 案 し て 、 当 該 都 道 府 県 に お け る バ イ オ マ ス の 活

用 の 推 進 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 都 道 府 県 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。 

２ 市 町 村 は 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 （ 都 道 府 県 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 が 策 定 さ れ て い る と き は 、

バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 計 画 及 び 都 道 府 県 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 ） を 勘 案 し て 、 当 該 市 町 村 に お け る バ

イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 市 町 村 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 す る よ う
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努 め な け れ ば な ら な い 。 
３ 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 都 道 府 県 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 又 は 市 町 村 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 計 画 を 策 定 し 、

又 は 変 更 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な

ら な い 。 

   第 三 章 基 本 的 施 策 

    第 一 節 国 の 施 策 

 （ バ イ オ マ ス の 活 用 に 必 要 な 基 盤 の 整 備 ） 

第 二 十 二 条 国 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 を 効 果 的 か つ 効 率 的 に 行 う た め 、 バ イ オ マ ス の 生 産 、 収 集 、 流

通 、 利 用 等 の 各 段 階 が 有 機 的 に 連 携 し 、 経 済 性 が 確 保 さ れ た シ ス テ ム を 構 築 す る こ と が で き る よ う 、 各 地

域 に 分 散 し て 配 置 さ れ る 小 規 模 か つ 効 率 的 な 施 設 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 基 盤 の 一 体 的 な 整 備 の た め に 必 要

な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ バ イ オ マ ス 又 は バ イ オ マ ス 製 品 等 を 供 給 す る 事 業 の 創 出 等 ） 

第 二 十 三 条 国 は 、 バ イ オ マ ス 又 は バ イ オ マ ス 製 品 等 （ バ イ オ マ ス を 製 品 の 原 材 料 と し て 利 用 し た 製 品 又 は
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エ ネ ル ギ ー 源 と し て 利 用 し た エ ネ ル ギ ー を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 供 給 す る 事 業 及 び そ の 関 連 事 業 の 創 出 及

び 健 全 な 発 展 並 び に 国 際 競 争 力 の 強 化 を 図 る た め 、 そ の 事 業 基 盤 の 強 化 、 バ イ オ マ ス 及 び バ イ オ マ ス 製 品

等 の 生 産 及 び 流 通 の 合 理 化 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 技 術 の 研 究 開 発 及 び 普 及 ） 

第 二 十 四 条 国 は 、 効 率 的 か つ 効 果 的 な バ イ オ マ ス の 活 用 の た め に は バ イ オ マ ス の 利 用 に 関 す る 技 術 の 研 究

開 発 及 び そ の 成 果 の 普 及 を 図 る こ と が 不 可 欠 で あ る こ と に か ん が み 、 未 利 用 の バ イ オ マ ス の 利 用 に 関 す る

技 術 そ の 他 の 効 率 的 な バ イ オ マ ス の 利 用 を 確 保 す る た め の 技 術 の 研 究 開 発 、 バ イ オ マ ス の 利 用 に 関 す る 技

術 の 実 用 化 の た め の 研 究 開 発 等 の 促 進 、 地 域 の 特 性 に 応 じ た バ イ オ マ ス の 利 用 に 関 す る 技 術 の 研 究 開 発 、

こ れ ら の 技 術 の 研 究 開 発 の 成 果 の 普 及 事 業 の 推 進 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 人 材 の 育 成 及 び 確 保 ） 

第 二 十 五 条 国 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 有 す る 人 材 そ の 他 の バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に

寄 与 す る 人 材 の 育 成 及 び 確 保 を 図 る た め 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 教 育 、 研 究 及 び 普 及 の 事 業 の 充 実 そ

の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 
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 （ バ イ オ マ ス 製 品 等 の 利 用 の 促 進 ） 
第 二 十 六 条 国 は 、 バ イ オ マ ス 製 品 等 の 適 切 な 利 用 の 促 進 に 資 す る た め 、 自 ら の 事 務 及 び 事 業 に 関 し 、 バ イ

オ マ ス 製 品 等 の 利 用 を 推 進 す る と と も に 、 バ イ オ マ ス 製 品 等 に 関 し 、 利 用 の 意 義 に 関 す る 知 識 の 普 及 及 び

情 報 の 提 供 、 新 た な 需 要 の 開 拓 、 流 通 及 び 販 売 そ の 他 事 業 活 動 の 円 滑 化 、 品 質 及 び 安 全 性 の 確 保 並 び に 製

造 等 に 係 る 経 費 の 低 減 の た め の 措 置 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に よ り 発 電 し た 電 力 の 利 用 の 促 進 の た め の 支 援 そ

の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 民 間 の 団 体 等 の 自 発 的 な 活 動 の 促 進 ） 

第 二 十 七 条 国 は 、 事 業 者 、 国 民 又 は こ れ ら の 者 の 組 織 す る 民 間 の 団 体 が 自 発 的 に 行 う バ イ オ マ ス の 活 用 の

推 進 に 関 す る 活 動 が 促 進 さ れ る よ う 、 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 地 方 公 共 団 体 の 活 動 の 促 進 ） 

第 二 十 八 条 国 は 、 地 方 公 共 団 体 に よ る 地 域 に 存 す る バ イ オ マ ス を 地 域 の 実 情 に 即 し て 効 果 的 か つ 効 率 的 に

活 用 す る た め の 仕 組 み の 構 築 を 促 進 す る と と も に 、 地 方 公 共 団 体 に よ る 地 域 の 特 性 を 生 か し た バ イ オ マ ス

の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 適 切 な 策 定 及 び 実 施 を 確 保 す る た め 、 情 報 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず
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る も の と す る 。 

 （ 国 際 的 な 連 携 の 確 保 及 び 国 際 協 力 の 推 進 ） 

第 二 十 九 条 国 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 を 国 際 的 協 調 の 下 で 促 進 す る こ と の 重 要 性 に か ん が み 、 バ イ オ

マ ス の 持 続 可 能 な 利 用 に 関 す る 基 準 等 の 作 成 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 研 究 開 発 の 推 進 等 の た め の 国 際

的 な 連 携 、 開 発 途 上 地 域 に 対 す る 技 術 協 力 そ の 他 の 国 際 協 力 の 推 進 の た め に 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す

る 。 

 （ 国 の 内 外 の 情 報 の 収 集 等 ） 

第 三 十 条 国 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 、 一 体 的 か つ 効 果 的 に 行 う こ と が で き る よ

う 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 状 況 の 的 確 な 把 握 に 資 す る た め 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 国 の 内 外 の 情 報 の 収

集 、 整 理 及 び 活 用 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 国 民 の 理 解 の 増 進 ） 

第 三 十 一 条 国 は 、 国 民 が 広 く バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 理 解 と 関 心 を 深 め る こ と に よ り バ イ オ マ ス の 活 用

が 促 進 さ れ る よ う 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 す る 教 育 及 び 学 習 の 振 興 並 び に 広 報 活 動 等 を 通 じ た 知 識 の 普 及
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そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。 

    第 二 節 地 方 公 共 団 体 の 施 策 

第 三 十 二 条 地 方 公 共 団 体 は 、 前 節 に 定 め る 国 の 施 策 に 準 じ た 施 策 及 び そ の 他 の そ の 地 方 公 共 団 体 の 区 域 の

自 然 的 経 済 的 社 会 的 諸 条 件 に 応 じ た バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 、 こ れ ら の 総 合 的 か つ 計 画 的

な 推 進 を 図 り つ つ 実 施 す る も の と す る 。 

   第 四 章 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 会 議 

第 三 十 三 条 政 府 は 、 関 係 行 政 機 関 （ 内 閣 府 、 総 務 省 、 文 部 科 学 省 、 農 林 水 産 省 、 経 済 産 業 省 、 国 土 交 通 省 、

環 境 省 そ の 他 の 関 係 行 政 機 関 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 相 互 の 調 整 を 行 う こ と に よ り 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 総

合 的 、 一 体 的 か つ 効 果 的 な 推 進 を 図 る た め 、 バ イ オ マ ス 活 用 推 進 会 議 を 設 け る も の と す る 。 

２ 関 係 行 政 機 関 は 、 バ イ オ マ ス の 活 用 に 関 し 専 門 的 知 識 を 有 す る 者 に よ っ て 構 成 す る バ イ オ マ ス 活 用 推 進

専 門 家 会 議 を 設 け 、 前 項 の 調 整 を 行 う に 際 し て は 、 そ の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 

   附 則 

 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 経 過 し た 日 か ら 施 行 す る 。 
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     理 由 
バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 バ イ オ マ ス の 活 用 の 推 進 に 関

し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 国 、 地 方 公 共 団 体 、 事 業 者 及 び 国 民 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 バ イ オ マ

ス の 活 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。 
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